
  

一 

令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８４５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

令
和
五
年
度
千
葉
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
の
要
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

漁
業
の
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

道
路
区
域
の
変
更

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ

の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出

四
件

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

二
件

 
 

 
 

 

一
〇 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一 

 
 

正 
 

誤 

○ 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
け
県
報
号
外
第
三
十
五
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号 

 

令
和
五
年
五
月
臨
時
県
議
会
の
議
決
を
経
た
令
和
五
年
度
千
葉
県
一
般
会
計
補
正
予
算
の
要
領
は

次

の
と
お
り
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

6 

月

13

日 

定 
 

例 

 

令
和

5
年

度
千

葉
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

1
号

）
 

 令
和

5
年

度
千

葉
県

一
般

会
計

の
補

正
予

算
（

第
1
号

）
は

，
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

（
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

）
 

１
 

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

2
0
,
9
2
9
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
，

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

2
,
2
1
8
,
0
5
3
,
7
4
6
千

円
と

す
る

。
 

２
 

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
，

「
第

1
表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。
 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８４５号 令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 

 
第

１
表

　
歳

入
歳

出
予

算
補

正

 
 
歳

　
　

　
入

補
　
正
　
前
　
の
　
額

補
　
　
　
正
　
　
　
額

計

8
国

庫
支

出
金

26
8,
61
6,
22
8

14
,9
29
,0
00

28
3,
54
5,
22
8

2
国

庫
補

助
金

1
3
4
,
9
2
9
,
2
0
3

14
,9
29
,0
00

14
9,
85
8,
20
3

11
繰

入
金

7
9
,
2
6
4
,
6
3
0

6
,
0
0
0
,
0
0
0

8
5
,
2
6
4
,
6
3
0

2
基

金
繰

入
金

2
9
,
1
8
3
,
4
0
4

6
,0
00
,0
00

3
5,
18
3,
40
4

1
,
8
4
9
,
2
4
3
,
8
8
8

1,
84
9,
24
3,
88
8

2
,
1
9
7
,
1
2
4
,
7
4
6

20
,9
29
,0
00

2,
21
8,
05
3,
74
6

款
項

補
正

さ
れ

な
か

っ
た

款
項

に
係

る
額

歳
入

合
計

千
円

千
円

千
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

                     



  

三 

令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８４５号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                              

 

 

補
　
正
　
前
　
の
　
額

補
　
　
　
正
　
　
　
額

計

2
総

務
費

13
7,
02
1,
04
1

3
8
0
,
0
0
0

13
7,
40
1,
04
1

1
総

務
管

理
費

9
0
,
2
5
3
,
3
2
4

2
6
0
,
0
0
0

9
0,
51
3,
32
4

2
企

画
費

1
7
,
1
3
8
,
8
3
3

1
2
0
,
0
0
0

1
7,
25
8,
83
3

3
民

生
費

35
6,
29
0,
41
4

8
,
1
0
5
,
0
0
0

36
4,
39
5,
41
4

1
社

会
福

祉
費

2
6
5
,
1
6
4
,
7
0
9

2
,
5
8
1
,
3
6
0

26
7,
74
6,
06
9

2
児

童
福

祉
費

8
5
,
3
8
0
,
2
2
9

5
,
5
2
2
,
6
4
0

9
0,
90
2,
86
9

3
生

活
保

護
費

5
,
7
1
3
,
6
5
8

1
,
0
0
0

5,
71
4,
65
8

4
衛

生
費

16
8,
88
7,
50
0

3
,
6
0
0
,
0
0
0

17
2,
48
7,
50
0

1
公

衆
衛

生
費

1
2
8
,
5
8
9
,
5
9
0

1
4
2
,
0
0
0

12
8,
73
1,
59
0

4
医

薬
費

3
8
,
6
6
3
,
9
4
4

3
,
4
5
8
,
0
0
0

4
2,
12
1,
94
4

7
農

林
水

産
業

費
5
1,
93
0,
22
9

2
,
8
4
0
,
0
0
0

5
4,
77
0,
22
9

1
農

業
費

1
6
,
7
7
4
,
6
4
4

1
,
1
0
0
,
0
0
0

1
7,
87
4,
64
4

2
畜

産
業

費
1
,
7
9
6
,
8
1
3

1
,
2
1
8
,
0
0
0

3,
01
4,
81
3

 
歳

　
　

　
出款

項

千
円

千
円

千
円



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１３８４５号 令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 
  

 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号

第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

小
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
き

制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す

べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

小
型
ま
き
網
漁
業

二
そ
う
ま
き

 

 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 

五
ト
ン
未
満 

 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

定
め
な
し 

 

４ 

漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

５ 

操
業
区
域

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

操

業

区

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き
船

舶
等
の
数 

い
す
み
市
八
幡
埼
突
端
正
東
の
線
以
北
の
千

葉
県
海
面 

こ
の
項
の
操
業
区
域
の

欄
に
掲
げ
る
操
業
区
域

に
接
す
る
地
域
に
住
所

を
有
す
る
者 

八
隻 

南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
中
心
点
正
南
の
線
か 

〃 

二
隻 

 
 

 

補
　

正
　

前
　

の
　

額
補

　
　

　
正

　
　

　
額

計

3
農

地
費

2
0
,
5
5
3
,
1
2
9

34
2,

00
0

2
0
,
8
9
5
,
1
2
9

5
水

産
業

費
9
,
8
0
9
,
8
5
4

18
0,

00
0

9
,
9
8
9
,
8
5
4

8
商

工
費

3
89

,4
08

,1
02

5,
64

0,
00

0
39

5,
04

8,
10

2

1
商

業
費

6
,
8
7
1
,
9
2
9

3,
30

0,
00

0
1
0
,
1
7
1
,
9
2
9

2
工

鉱
業

費
3
8
1
,
2
5
5
,
6
5
7

2,
34

0,
00

0
3
8
3
,
5
9
5
,
6
5
7

11
教

育
費

3
5
0
,
0
0
8
,
5
2
0

36
4,

00
0

3
5
0
,
3
7
2
,
5
2
0

4
高

等
学

校
費

7
8
,
1
2
1
,
4
1
5

34
0,

00
0

7
8
,
4
6
1
,
4
1
5

7
保

健
体

育
費

2
,
4
1
8
,
2
2
9

2
4,

00
0

2
,
4
4
2
,
2
2
9

7
43

,5
78

,9
40

74
3,

57
8,

94
0

2
,1

97
,1

24
,7

46
2
0
,
9
2
9
,
0
0
0

2,
21

8,
05

3,
74

6

補
正

さ
れ

な
か

っ
た

款
項

に
係

る
額

歳
出

合
計

款
項

千
円

千
円

千
円



  

五 

令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８４５号 
 

 
 

ら
館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
三

浦
市
城
ケ
島
灯
台
中
心
点
と
を
結
ん
だ
線
に

至
る
間
の
千
葉
県
海
面 

 
 

館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
三
浦

市
城
ケ
島
灯
台
中
心
点
と
を
結
ん
だ
線
か
ら

富
津
市
富
津
岬
突
端

北
緯
三
十
五
度
十
八

分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
七
分
五

秒
の
点

第
一
海
堡
中
心
点

北
緯
三
十

五
度
十
八
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
九
度
四

十
六
分
八
秒
の
点

第
二
海
堡
中
心
点

北
緯
三
十
五
度
十
八
分
四
十
三
秒
東
経
百

三
十
九
度
四
十
四
分
三
十
一
秒
の
点

北

緯
三
十
五
度
十
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
九

度
四
十
四
分
十
三
秒
の
点
及
び
神
奈
川
県
横

須
賀
市
観
音
埼
灯
台
中
心
点
を
順
次
結
ん
だ

線
と
の
間
の
千
葉
県
海
面 

〃 

二
隻 

富
津
市
富
津
岬
突
端

北
緯
三
十
五
度
十
八

分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
七
分
五

秒
の
点

第
一
海
堡
中
心
点

北
緯
三
十

五
度
十
八
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
九
度
四

十
六
分
八
秒
の
点

第
二
海
堡
中
心
点

北
緯
三
十
五
度
十
八
分
四
十
三
秒
東
経
百

三
十
九
度
四
十
四
分
三
十
一
秒
の
点

北

緯
三
十
五
度
十
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
九

度
四
十
四
分
十
三
秒
の
点
及
び
神
奈
川
県
横

須
賀
市
観
音
埼
灯
台
中
心
点
を
順
次
結
ん
だ

線
以
北
の
千
葉
県
海
面 

〃 

六
隻 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
五
年
六

月
十
三
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

富
津
市 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

富
津
市

西
大
和
田

の
一
部

の
地
籍
図

及
び
地
籍
簿 

富
津
市
西
大
和
田
の

一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
五
年
六

月
十
三
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

印
旛
郡
栄
町 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

印

旛

郡

栄

町

(

三

和

布
太

中
谷
及

び
北
の
各
一
部)

の

地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

印
旛
郡
栄
町
三
和

布
太

中
谷
及
び
北

の
各
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
夷
隅
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
五
年

六
月
十
三
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

小
田
代
勝
浦
線 

三 
変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

夷
隅
郡
大
多
喜 

前 

三
〇
・
二
〇
メ

ト
ル
か
ら 

六
五
・
二
〇
メ

ト
ル 

町
小
沢
又
字
大 

 

一
〇
六
・
四
〇
メ

ト
ル
ま 

 

谷
七
九
四
番
一 

 

で 
 

地
先
か
ら
七
九 
後 

一
八
・
〇
〇
メ

ト
ル
か
ら 

六
五
・
二
〇
メ

ト
ル 

五
番
二
地
先
ま 

 

七
七
・
三
〇
メ

ト
ル
ま
で 

 
 

 
 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１３８４５号 令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 
 

 
 

 

で 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
夷
隅
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
五
年

六
月
十
三
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路
線
名 

四
百
六
十
五
号 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

夷
隅
郡
大
多
喜 

前 

二
一
・
六
一
メ

ト
ル
か
ら 

六
四
・
三
〇
メ

ト
ル 

町
小
田
代
字
藤 

 

二
八
・
六
二
メ

ト
ル
ま
で 

 

平
田
五
八
四
番 

後 

二
一
・
六
一
メ

ト
ル
か
ら 

六
四
・
三
〇
メ

ト
ル 

一
地
先
か
ら
五 

八
三
番
一
地
先 

 

二
六
・
〇
〇
メ

ト
ル
ま
で 

 

ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
夷
隅
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
五
年

六
月
十
三
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

市
原
天
津
小
湊
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 

間 

変
更
の

前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延

長 

摘 

要 

夷
隅
郡
大
多
喜 

前 

二
一
・
六
一
メ

ト
ル
か
ら 

六
四
・
三
〇
メ

ト 

六
四
・ 

町
小
田
代
字
藤 

 

二
八
・
六
二
メ

ト
ル
ま
で 

ル 

三
〇
メ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
田
五
八
四
番 

後 

二
一
・
六
一
メ

ト
ル
か
ら 

六
四
・
三
〇
メ

ト 

ト
ル
は

 

一
地
先
か
ら
五 

 

二
六
・
〇
〇
メ

ト
ル
ま
で 

ル 

一
般
国
道 

八
三
番
一
地
先 
 

 
 

四
百
六
十 

ま
で 

 
 

 

五
号
と
重 

 
 

 
 

用

と

な 

 
 

 
 

る

 
  

千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

君
津
都
市
計
画

下
水
道
事
業
及
び
富
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

君
津
富
津
広
域
下
水
道
組
合 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

君
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
君
津
市
第
一
号
公
共
下
水
道
及
び
富
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
富
津
市 

 

第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号 

 
 

 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程

昭
和
四
十
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
一
医
療
法
人
社
団
一
心
会
初
富
保
健
病
院
介
護
医
療
院
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

介
護
老
人
保
健
施
設
し
ん
か
ま 

鎌
ケ
谷
市
初
富
九
二
九
番
地
の
六 

 

別
表
第
二
株
式
会
社
ア
ズ
パ

ト
ナ

ズ
ア
ズ
ハ
イ
ム
市
川
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

社
会
福
祉
法
人
桐
和
会
特
別
養
護
老
人
ホ

 

市
川
市
高
谷
三
丁
目
一
番
一
号 

 
 



  

七 

令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８４５号 
 

 

ム
タ
ム
ス
さ
く
ら
の
杜
市
川 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

監

査

委

員

告

示 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
七
号 

 

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

外
部
監
査
人
松
本
達
之
は

監
査
の
事
務
を
次
の
と
お
り
補
助
さ
せ
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 

幸 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 
 

 

補
助
す
る
者
の
氏
名 

補

助

す

る

者

の

住

所 

補

助

で

き

る

期

間 

金
福
実 

船
橋
市
山
手
二
丁
目
七
番
七
号 

令
和
五
年
六
月
七
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

          

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ラ

グ
コ
ス
モ
ス
銚
子
三
崎
町
店 

 
 

 

銚
子
市
三
崎
町
二
丁
目
二

五
六
四
番
四
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
二
月
一
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一

三
八
三
平
方
メ

ト
ル 

 

５ 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

五
三
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

二
〇
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

一
〇
二
平
方
メ

ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 
 

 

一
六
立
方
メ

ト
ル 

 

９ 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
開
店
時
刻
は
午
前
九
時

閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
五
十
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

二
か
所 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

３
号

 

 
暴

力
追

放
運

動
推

進
セ

ン
タ

ー
に

関
す

る
規

則
（

平
成

３
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

７
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

千
葉

県
暴

力
追

放
運

動
推

進
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

公
益

財
団

法
人

千
葉

県
暴

力
団

追
放

県
民

会
議

の
代

表
者

の
氏

名
の

変
更

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
届

出
が

あ
っ

た
。

 

 
 

令
和

５
年

６
月

１
３

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

羽
 

田
 

 
 

 
明

 
 

 

１
 

代
表

者
の

氏
名

 

変
更

前
 

変
更

後
 

安
藤

 
矗

勇
 

宮
嶋

 
康

明
 

２
 

変
更

年
月

日
 

 
 

令
和

５
年

３
月

１
３

日
 

 

 

10 

 

11 

 

12 
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千 葉 県 報 第１３８４５号 令和 5 年 6 月 13 日 (火曜日) 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
銚
子
市
観
光
商
工
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ス
モ
ス
長
須
賀
店 

 
 

 

木
更
津
市
長
須
賀
字
池
ノ
下
二

三
一
二
番
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
一
月
十
三
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一

四
〇
三
平
方
メ

ト
ル 

 

５ 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

四
七
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
四
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

五
三
平
方
メ

ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 
 

 

一
四
立
方
メ

ト
ル 

 

９ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
九
時

閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

一
か
所 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
木
更
津
市
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

仮
称

ベ
ル
ク
野
田
山
崎
店 

 
 

 

野
田
市
山
崎
字
西
新
田
二

二
三
九
番
二
ほ
か 

 

２ 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴

島
市
脚
折
一

六
四
六
番 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 
代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 

10 

 

11 

 

12 
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埼
玉
県
鶴

島
市
脚
折
一

六
四
六
番 

 
３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 
令
和
六
年
二
月
一
日 

 

４ 
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二

二
〇
五
平
方
メ

ト
ル 

 

５ 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

九
〇
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
〇
三
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

三
六
平
方
メ

ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 
 

 

一
三
立
方
メ

ト
ル 

 

９ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
九
時

閉
店
時
刻
は
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

三
か
所 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
野
田
市
自
然
経
済
推
進
部
商
工
労
政
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

仮
称

ク
リ
エ
イ
ト
Ｓ
・
Ｄ
君
津
郡
店 

 
 

 

君
津
市
郡
三
丁
目
三
番
五
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・
デ

 

代
表
取
締
役 

廣
瀨
泰
三 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
荏
田
西
二
丁
目
三
番
地
二 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・
デ

 

代
表
取
締
役 

廣
瀨
泰
三 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
荏
田
西
二
丁
目
三
番
地
二 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
一
月
十
八
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一

五
四
二
平
方
メ

ト
ル 

 

５ 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

六
〇
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

四
五
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

二
四
平
方
メ

ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 
 

 

九
立
方
メ

ト
ル 

 

９ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
九
時

閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

二
か
所 

 
 

 
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
君
津
市
経
済
環
境
部
経
済
振
興
課 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

10 

 

11 

 

12 



 
 

 

一
〇 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

三
井
ア
ウ
ト
レ

ト
パ

ク
木
更
津 

 
 

 

木
更
津
市
金
田
東
三
丁
目
一
番
地
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

菰
田
正
信 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

一
二
か
所 

 

４ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

一
一
か
所 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
五
月
八
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
木
更
津
市
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
月
十
三
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ト
レ
松
戸 

 
 

 

松
戸
市
松
戸
字
亀
井
一

一
八
一
番
地
五
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

深
澤
祐
二 

 
 

 

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

八

四
七
二
平
方
メ

ト
ル 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一
二

三
一
六
平
方
メ

ト
ル 

 

５ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

三
四
台 

 

６ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
〇
〇
台 

 

７ 

変
更
前
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

な
し 

 

８ 

変
更
後
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

一
一
〇
台 

 

９ 

変
更
前
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

一
二
七
平
方
メ

ト
ル 

 
 

 

変
更
後
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

一
四
八
平
方
メ

ト
ル 

 
 

 

変
更
前
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

五
二
立
方
メ

ト
ル 

 
 

 

変
更
後
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

六
三
立
方
メ

ト
ル 

 
 

 

変
更
前
の
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で 

 
 

 
変
更
後
の
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
九
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 
 

 

14 
 

 

15 
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千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

            

正

誤 

 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
け
県
報
号
外
第
三
十
五
号
中 

教
育
庁
教
育
振
興
部
教
職
員
課

 
 

 

ペ

ジ 

段 

行 

誤 
正 

七 

上 
 

注
２ 

 
 

 
 

注 
 

 

 
 

 
 

 
 

           

                                    

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

６
月

１
３

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

自
動

車
保

管
場

所
証

明
電

子
化

シ
ス

テ
ム

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
５

年
５

月
１

２
日

 
④

Ｎ
Ｔ

Ｔ
・

Ｔ
Ｃ

リ
ー

ス
株

式
会

社
千

葉
支

店
 

千
葉

市
中

央
区

新
町

１
，

０
０

０
番

地
 

⑤
３

１
６

，
６

７
４

，
６

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
３

月
３

１
日

 

２
 

教
育

職
員

免
許

状
 

注
 

教
育

職
員

免
許

状
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


